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民事再生手続における保全処分の機能と展開（三）
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民
事
再
生
手
続
に
お
け
る
保
全
処
分
の
機
能
と
展
開
（
三
）

藤　
　

本　
　

利　
　

一

五　

ア
メ
リ
カ
法
の
理
論
（
一
）
─
─
流
動
性
問
題
（liquidity problem

）
と
倒
産
法
理
論

　

前
章
で
は
、
ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
実
務
の
展
開
を
確
認
し
た
。
本
章
で
は
、
そ
れ
に
対
す
る
理
論
分
析
を
検
討
す
る
前
提
と
し
て
、

近
時
、
ア
メ
リ
カ
倒
産
法
の
分
野
に
お
い
て
生
じ
た
流
動
性
問
題
（liquidity problem

）
と
そ
れ
を
契
機
と
し
た
基
礎
理
論
の
見
直
し

に
つ
い
て
概
観
し
て
お
く
。
倒
産
法
が
窮
境
に
あ
る
企
業
の
流
動
性
を
生
み
出
す
際
に
果
た
す
役
割
の
重
要
性
を
明
ら
か
に
し
、
か
つ
、

こ
の
流
動
性
創
造
機
能
を
倒
産
法
理
論
に
組
み
込
む
こ
と
に
つ
い
て
、K

enneth Ayotte

教
授
とD

avid A
. Skeel Jr

教
授
の
議
論
を
中

心
に
検
討
す
る
。

1
　
流
動
性
（liquidity

）
の
危
機
の
出
現

　

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
近
時
の
金
融
危
機
以
降
、
多
数
の
倒
産
事
件
（
第
一
一
章
手
続
）
の
背
後
に
、
流
動
性
問
題
（liquidi-

ty problem

）
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
流
動
性
の
危
機
が
問
題
と
な
っ
た
近
時
の
二
つ
の
ケ
ー
ス
を
簡
単
に
紹
介
し
、

そ
う
し
た
問
題
の
持
つ
意
味
と
倒
産
法
理
論
と
の
連
関
を
指
摘
す
る
。

（
188
）
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⑴　

B
ear Stearns

事
案

　
B

ear Stearns

は
、
名
門
と
謳
わ
れ
た
ア
メ
リ
カ
の
大
手
投
資
銀
行
（
当
時
全
米
第
五
位
）
で
あ
っ
た
。
こ
の
会
社
は
、
傘
下
の
大

手
ヘ
ッ
ジ
フ
ァ
ン
ド
二
社
の
破
綻
に
よ
り
、
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
ロ
ー
ン
（
信
用
力
の
低
い
個
人
向
け
住
宅
融
資
）
市
場
が
悪
化
す
る
き
っ

か
け
を
作
っ
た
後
、
昔
な
が
ら
の
取
り
付
け
騒
ぎ
の
犠
牲
と
な
り
、JPM

organ C
hase

に
よ
る
救
済
合
併
の
対
象
と
な
っ
た
。
一
株

当
た
り
一
七
〇
ド
ル
も
の
高
値
で
売
買
さ
れ
て
い
た
株
価
は
、
一
株
当
た
り
わ
ず
か
二
ド
ル
と
な
り
、
そ
の
価
値
は
地
下
鉄
の
切
符
代

と
同
程
度
ま
で
下
が
っ
て
し
ま
っ
た
と
評
さ
れ
た
。
な
お
、
買
収
総
額
は
二
億
三
六
〇
〇
万
ド
ル
で
あ
っ
た
。
こ
の
買
収
合
意
に
よ
り

B
ear Stearns

の
倒
産
申
立
て
は
回
避
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
る
金
融
市
場
の
危
機
を
食
い
止
め
る
こ
と
が
で
き
た

　

二
〇
〇
八
年
三
月
一
〇
日
の
週
の
は
じ
め
に
、B

ear Stearns

は
、
一
七
〇
億
ド
ル
の
現
金
と
七
〇
億
ド
ル
以
上
の
株
式
資
本
を
維

持
し
て
い
た
（held over

）。
し
か
し
、
そ
の
週
の
終
わ
り
に
は
、B

ear Stearns

は
、JPM

organ C
hase

と
の
合
併
を
行
う
た
め
、
連

邦
準
備
銀
行
（FR

B

）
に
対
し
巨
額
の
資
本
注
入
を
要
求
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
事
業
継
続
の
た
め
の
資
金
借
入
れ
に
際
し
、
そ

の
担
保
と
し
て
い
た
資
産
が
、
突
然
、
流
動
性
を
失
っ
た
た
め
で
あ
る
。B

ears

は
、
十
分
な
担
保
資
産
を
有
し
て
い
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
自
社
に
対
す
る
融
資
者
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
い
か
に
短
期
間
の
う
ち
に
投
資
家
や
ト
レ
ー
ダ
ー
、
そ
の
他
の

機
関
の
信
用
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
の
か
と
い
う
現
実
を
見
せ
つ
け
た
格
好
の
事
例
で
あ
っ
た
。

　

⑵　

K
odak

事
件

　

K
odak

は
、
写
真
関
連
製
品
の
製
造
販
売
で
歴
史
に
残
る
企
業
で
あ
り
、
か
つ
映
像
関
連
事
業
も
行
っ
て
き
た
。
写
真
フ
ィ
ル
ム
は

か
つ
て
世
界
で
四
社
し
か
製
造
で
き
な
か
っ
た
商
品
で
あ
り
、
寡
占
市
場
が
形
成
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
そ
う
し
た
上
位
企
業
は

か
な
り
の
利
益
を
得
て
い
た
が
、
デ
ジ
タ
ル
写
真
技
術
の
進
歩
で
、
銀
塩
式
の
写
真
フ
ィ
ル
ム
の
需
要
は
縮
退
し
て
し
ま
っ
た
。
伝
統

的
な
写
真
フ
ィ
ル
ム
か
ら
デ
ジ
タ
ル
映
像
に
ト
レ
ン
ド
が
移
り
変
わ
る
な
か
で
、K

odak

は
、
新
規
事
業
の
投
資
に
失
敗
し
た
後
、
自

（
189
）
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）
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）
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）
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）

（
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（
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社
の
持
つ
一
連
の
映
像
関
連
特
許
権
を
、
訴
訟
、
ラ
イ
セ
ン
ス
契
約
お
よ
び
売
却
に
よ
っ
て
、
現
金
化
す
る
こ
と
に
シ
フ
ト
し
た
。

K
odak

の
財
務
状
況
が
悪
化
す
る
に
つ
れ
、B

lackB
erry

、A
pple

、
そ
し
てH
TC

の
よ
う
な
企
業
が
、
訴
訟
で
利
益
を
得
る
た
め
、

遅
延
戦
略
を
採
用
し
た
た
め
、K

odak

は
、
二
〇
一
二
年
一
月
、
対
抗
措
置
と
し
て
第
一
一
章
手
続
の
申
立
て
を
行
っ
た
。
こ
の
申
立

て
は
、
時
間
を
稼
ぎ
、
資
金
繰
り
か
ら
解
放
さ
れ
る
た
め
に
な
さ
れ
た
。
こ
の
申
立
て
に
よ
り
、K

odak

は
、
特
許
権
の
売
却
と
訴
訟

に
よ
っ
て
得
る
価
値
を
最
大
化
す
る
こ
と
が
で
き
、
中
核
事
業
の
再
建
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
。K

odak

の
倒
産
弁
護
士
の
ト
ッ
プ

は
、
手
続
開
始
の
日
に
、
裁
判
所
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。「
流
動
性
（
の
確
保
）
の
た
め
に
、
こ
こ
に
来
ま
し
た
」、
と
。

　

⑶　

問
題
の
所
在

　

こ
れ
ら
の
著
名
な
事
件
に
お
い
て
、
債
務
者
企
業
は
、
深
刻
な
流
動
性
の
危
機
に
陥
っ
た
。
流
動
性
の
危
機
に
瀕
し
て
い
る
企
業
は
、

そ
の
基
本
的
価
値
を
下
回
る
価
格
で
、
早
期
の
清
算
や
事
業
譲
渡
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、K

enneth Ayotte

教
授
とD

avid 

A
. Skeel Jr

教
授
は
、
深
刻
で
世
界
的
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
金
融
危
機
を
経
験
し
た
今
日
、
倒
産
法
は
、
窮
境
に
あ
る
企
業
の
流
動
性

を
生
み
出
す
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
か
つ
、
こ
の
流
動
性
創
造
機
能
を
倒
産
法
理
論
に
組
み
込
む
こ
と
が
検
討
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
。
倒
産
法
の
目
的
は
、
流
動
性
の
回
復
に
こ
そ
求
め
ら
れ
る
べ
き
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

企
業
倒
産
に
関
す
る
支
配
的
な
理
論
は
、Thom

as Jackson

教
授
ら
の
提
唱
に
よ
るC

reditorsʼ B
argain

理
論
で
あ
る
。
こ
の
規
範

理
論
は
、
企
業
が
窮
境
に
陥
っ
た
と
き
に
、
多
数
の
債
権
者
が
互
い
に
協
力
し
合
う
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
で
生
じ
る
特
有
の
問
題
を

解
決
す
る
こ
と
に
、
倒
産
法
の
射
程
が
限
定
さ
れ
る
べ
き
だ
、
と
論
じ
る
。Ayotte

教
授
とSkeel Jr

教
授
に
よ
れ
ば
、
一
見
し
た
と

こ
ろ
無
関
係
に
も
見
え
る
、
流
動
性
と
債
権
者
間
の
協
力
関
係
の
問
題
は
、
今
日
の
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
理
論
に
お
い
て
、
密
接
に
連
関
す

る
と
さ
れ
る
。
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
理
論
で
は
、
流
動
性
の
欠
如
の
原
因
と
し
て
二
つ
の
事
柄
、
す
な
わ
ち
、
過
剰
債
務
の
問
題
と
逆
淘
汰

（adverse-selection

）
の
問
題
（
と
き
に
、「
情
報
の
非
対
称
性
」
や
「
欠
陥
商
品
（lem

ons

）」
問
題
と
呼
ば
れ
る
も
の
）
が
挙
げ
ら

（
197
）

（
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）
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れ
て
い
る
。
流
動
性
の
欠
如
は
、
窮
境
に
あ
る
企
業
に
と
っ
て
重
大
な
問
題
で
あ
る
が
、
協
力
関
係
の
欠
如
し
た
多
数
の
債
権
者
の
存

在
が
、
そ
う
し
た
問
題
を
よ
り
深
刻
な
も
の
と
す
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
か
か
る
指
摘
に
つ
い
て
は
、
上
記
事
例
が
参
考
に
な
る
は

ず
で
あ
る
。

　

Ayotte
教
授
とSkeel Jr

教
授
は
、
現
行
連
邦
倒
産
法
に
お
い
て
も
、
債
務
者
企
業
の
価
値
を
保
全
し
、
流
動
性
の
回
復
に
役
立
つ

諸
規
定
が
存
在
し
て
い
る
、
と
い
う
。
た
と
え
ば
、
三
六
三
条
セ
ー
ル
、
Ｄ
Ｉ
Ｐ
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
と
プ
ラ
イ
ミ
ン
グ
・
リ
ー
エ
ン
に
関

す
る
ル
ー
ル
（
三
六
四
条
⒟
）、
ク
ラ
ム
ダ
ウ
ン
と
連
関
す
る
、
裁
判
所
に
よ
る
担
保
目
的
物
の
価
値
の
評
価
基
準
時
に
関
す
る
ル
ー

ル
（
五
〇
六
条
⒜
）、
倒
産
手
続
開
始
前
に
設
定
さ
れ
た
担
保
権
が
手
続
開
始
後
に
取
得
さ
れ
た
換
価
物
、
果
実
や
収
益
等
に
及
ぶ
と

い
う
ル
ー
ル
（
五
五
二
条
⒝
）
な
ど
が
あ
る
。

　

Ayotte

教
授
とSkeel Jr

教
授
は
、
こ
れ
ら
流
動
性
を
改
善
す
る
た
め
の
諸
ル
ー
ル
に
は
、
倒
産
実
務
家
に
と
っ
て
、
疑
問
の
余
地

が
な
い
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
理
論
的
基
礎
を
欠
い
て
い
る
も
の
が
あ
る
と
評
さ
れ
る
。
ま
た
、
そ
も
そ
も
、
論
争
の
的
と
な

っ
て
い
る
ル
ー
ル
が
存
在
し
、
倒
産
裁
判
所
に
よ
っ
て
、
統
一
的
な
運
用
も
な
さ
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
。

　

C
reditorsʼ B

argain

理
論
を
修
正
発
展
さ
せ
る
彼
ら
の
理
論
、
す
な
わ
ち
、
流
動
性
の
回
復
を
目
的
と
し
た
倒
産
法
理
論
は
、
こ
う

し
た
理
論
的
基
礎
の
欠
陥
を
補
い
、
倒
産
法
理
論
に
お
け
る
対
立
や
不
確
か
さ
を
検
証
し
、
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
さ
れ
る
。

以
下
で
は
、
ま
ず
、Ayotte

教
授
とSkeel Jr

教
授
に
よ
るC

reditorsʼ B
argain

理
論
へ
の
分
析
と
展
開
を
取
り
上
げ
る
。

2
　C
reditorsʼ

　Bargain

理
論
に
対
す
る
分
析
と
展
開

　

C
reditorsʼ B

argain

理
論
は
、D

ouglas B
aird

教
授
とThom

as Jackson
教
授
の
有
力
な
業
績
に
よ
る
。Ayotte

教
授
とSkeel Jr

教
授
は
、
こ
の
理
論
に
つ
い
て
、
債
権
者
に
よ
る
債
権
回
収
に
対
す
る
救
済
と
し
て
倒
産
法
が
果
た
し
う
る
重
要
な
役
割
を
認
め
る
も

（
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の
で
あ
る
と
し
つ
つ
、
流
動
性
回
復
と
い
う
彼
ら
の
理
論
と
の
関
連
性
に
お
い
て
、Jackson

教
授
の
著
書
「The Logic and Lim

its 

of B
ankruptcy Law

」
に
示
さ
れ
た
二
つ
の
重
要
な
原
理
（elem

ents

）
を
抽
出
し
、
批
評
を
加
え
て
い
る
。

　

⑴　

効
率
性
原
則

　

C
reditorsʼ B

argain

理
論
の
重
要
な
第
一
原
理
は
、
単
独
の
所
有
者
に
よ
っ
て
選
択
さ
れ
る
結
果
が
、
倒
産
法
に
と
っ
て
理
想
的
な

も
の
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
か
か
る
所
有
者
は
、
倒
産
手
続
の
申
立
日
に
、
当
該
企
業
の
す
べ
て
の
資
産
を
完
全
に
所
有
す

る
仮
想
の
個
人
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
単
独
所
有
者
は
、
清
算
か
、
自
主
再
建
か
、
ま
た
は
事
業
譲
渡
か
と
い
っ
た
、
債
務

者
企
業
の
資
産
の
配
置
に
つ
い
て
判
断
を
行
う
。
そ
の
際
、
単
独
所
有
者
の
採
る
判
断
は
、
追
加
の
資
金
が
提
供
さ
れ
た
と
き
、
債
務

者
企
業
と
そ
の
債
権
者
ら
が
、
事
前
に
関
与
を
認
め
ら
れ
れ
ば
、
集
団
と
し
て
締
結
し
た
で
あ
ろ
う
合
意
に
等
し
い
、
と
い
わ
れ
る
。

こ
う
し
た
判
断
は
、
経
済
上
効
率
的
な
方
法
で
資
産
を
配
置
し
た
も
の
と
措
定
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
よ
う
な
個
人
は
、
集
団
に

と
っ
て
当
該
資
産
の
価
値
を
最
大
化
す
る
よ
う
な
判
断
を
す
る
は
ず
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
倒
産
手
続
に
お
い
て
、
資
産
の
価
値
を

最
大
化
す
る
こ
と
は
、
債
務
者
と
債
権
者
に
、
倒
産
手
続
に
お
け
る
配
当
を
最
大
に
す
る
可
能
性
を
付
与
す
る
。
倒
産
手
続
に
お
い
て

効
率
的
な
結
果
を
生
ぜ
し
め
る
ル
ー
ル
が
予
見
さ
れ
る
な
ら
ば
、
債
務
者
は
、
平
時
に
お
い
て
、
最
も
良
い
条
件
で
資
金
調
達
を
行
う

こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。Ayotte

教
授
とSkeel Jr
教
授
は
、
こ
の
法
理
を
「
効
率
性
原
則
」
と
呼
称
す
る
。

　

C
reditorsʼ B

argain

理
論
に
よ
れ
ば
、
も
し
倒
産
法
が
な
け
れ
ば
、
企
業
の
資
産
は
、
単
独
の
所
有
者
が
選
択
す
る
よ
う
に
は
、
配

置
さ
れ
な
く
な
る
。
債
権
回
収
に
関
す
る
州
法
に
よ
れ
ば
、
一
般
債
権
者
は
、「
早
い
者
勝
ち
」
原
則
に
基
づ
い
て
、
満
足
を
得
る
（
い

わ
ゆ
る
優
先
主
義
）。
債
務
者
の
資
産
を
早
期
に
差
し
押
さ
え
た
一
般
債
権
者
は
、
債
務
者
が
十
分
な
資
産
を
有
し
て
い
れ
ば
、「
早
い

者
勝
ち
」
原
則
に
よ
り
、
債
権
全
額
を
回
収
で
き
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
遅
れ
た
債
権
者
は
、
企
業
の
資
産
が
そ
の
債
務
の
弁
済
に
不

十
分
で
あ
る
と
き
、
い
わ
ば
蚊
帳
の
外
に
置
か
れ
て
し
ま
い
、
債
権
を
回
収
で
き
な
く
な
る
。
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州
法
の
よ
う
な
、
債
権
回
収
に
関
す
る
個
人
主
義
的
方
法
は
、
債
権
者
全
体
に
と
っ
て
の
価
値
を
破
壊
す
る
効
果
を
生
ぜ
し
め
る
。

そ
れ
は
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
。
個
々
の
債
権
者
は
、
全
員
が
即
時
の
債
権
回
収
行
為
を
取
ら
な
け
れ
ば
、
債
務
者
が
事
業
を
継
続
し
、

継
続
企
業
体
と
し
て
、
ば
ら
売
り
す
る
よ
り
も
、
よ
り
大
き
な
価
値
を
生
み
出
す
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
て
い
る
可
能

性
が
あ
る
。
し
か
し
、
同
時
に
、
債
権
者
は
、
州
法
に
基
づ
い
て
、
直
ち
に
債
権
回
収
を
行
え
ば
、
全
額
の
回
収
が
で
き
る
こ
と
を
知

っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
債
権
者
は
、
他
の
債
権
者
も
同
じ
よ
う
に
考
え
て
い
る
こ
と
も
分
か
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
債
権

者
は
、
債
務
者
の
資
産
を
差
し
押
さ
え
る
た
め
に
、
裁
判
所
へ
の
競
争
を
行
う
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
持
つ
よ
う
に
な
る
。
個
人
が
利
己

的
に
権
利
を
訴
求
す
る
こ
と
で
、
事
業
の
継
続
に
よ
り
大
き
な
価
値
を
生
み
出
す
企
業
を
破
壊
し
て
し
ま
う
こ
と
が
起
き
る
。
こ
う
し

た
「
コ
モ
ン
・
プ
ー
ル
問
題
」
に
よ
っ
て
、C

reditorsʼ B
argain

理
論
に
お
け
る
債
権
回
収
手
続
が
正
当
化
さ
れ
る
。
倒
産
法
の
オ
ー

ト
マ
テ
ィ
ッ
ク
・
ス
テ
イ
は
、
倒
産
手
続
が
申
し
立
て
ら
れ
た
と
き
、
す
べ
て
の
債
権
者
の
債
権
回
収
行
動
を
止
め
る
も
の
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
、
こ
の
制
度
は
、
コ
モ
ン
・
プ
ー
ル
問
題
を
防
止
す
る
の
に
、
も
っ
と
も
適
し
た
方
法
で
あ
る
。

　

⑵　

N
orm

ative B
utner Principle

　

C
reditorsʼ B

argain

理
論
の
第
二
原
理
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
コ
モ
ン
・
プ
ー
ル
問
題
の
解
決
は
、
債
権
者

の
手
続
上
の
権
利
の
変
更
を
要
求
す
る
け
れ
ど
も
、
実
体
法
上
の
権
利
を
変
更
す
る
こ
と
ま
で
は
要
求
し
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

Ayotte

教
授
とSkeel Jr

教
授
は
、
こ
の
第
二
原
理
を
、N

orm
ative B

utner Principle

と
呼
ぶ
。
こ
れ
は
、
連
邦
最
高
裁
判
所
の
判
決
、

B
utner v. U

nited States

に
因
ん
で
名
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
連
邦
最
高
裁
は
、
こ
の
判
決
に
お
い
て
、
倒
産
手
続
に
お
け
る
実

体
法
上
の
権
利
は
、
倒
産
法
が
特
に
命
じ
て
い
な
い
限
り
、
平
時
実
体
法
に
よ
っ
て
定
ま
る
、
と
判
示
し
た
。

　

Ayotte

教
授
とSkeel Jr

教
授
は
、N

orm
ative B

utner Principle

の
適
用
に
関
す
る
典
型
例
と
し
て
、
倒
産
手
続
に
お
け
る
担
保
権

の
処
遇
を
挙
げ
て
説
明
す
る
。
債
務
者
が
担
保
権
者
に
対
し
て
債
務
不
履
行
に
あ
る
と
き
、
担
保
権
者
は
、
州
法
に
基
づ
き
、
担
保
目
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的
物
を
売
却
し
、
そ
こ
か
ら
自
己
の
債
権
の
満
足
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
州
法
上
、
担
保
権
者
は
、
担
保
目
的
物
の
価
値
の
範
囲
内

で
、
一
般
債
権
者
に
対
し
て
優
先
権
を
持
つ
。
す
な
わ
ち
、
競
売
の
対
価
は
、
担
保
権
者
に
優
先
的
に
弁
済
さ
れ
る
。
一
般
債
権
者
は
、

担
保
権
者
が
全
額
の
満
足
を
得
た
場
合
に
の
み
、
担
保
目
的
物
の
残
さ
れ
た
価
値
に
対
し
て
権
利
主
張
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
方
、

倒
産
法
で
は
、
担
保
権
者
の
権
利
は
手
続
上
制
約
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
を
正
当
化
す
る
の
が
、N

orm
ative B

utner Principle

で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
債
務
者
が
倒
産
手
続
を
申
し
立
て
た
場
合
、
担
保
権
者
は
、
担
保
目
的
物
を
差
し
押
さ
え
、
換
価
す
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ

る
。
し
か
し
、
倒
産
法
は
、
担
保
権
者
に
対
し
て
、
担
保
権
の
実
体
法
上
の
価
値
を
保
護
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
担
保

権
者
は
、
申
立
時
の
担
保
目
的
物
の
価
値
の
範
囲
内
で
、
一
般
債
権
者
に
優
先
し
て
弁
済
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
さ
ら

に
、N

orm
ative B

utner Principle
の
も
と
で
、
担
保
権
者
は
、
競
売
の
手
続
が
遅
延
す
る
こ
と
で
生
じ
る
コ
ス
ト
に
つ
い
て
、
補
償

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。C

reditorsʼ B
argain

理
論
は
、
実
体
法
上
の
権
利
の
価
値
を
維
持
す
る
こ
と
で
、
効
率
性
原
則
は
促
進

さ
れ
、
財
団
の
価
値
が
最
大
化
さ
れ
る
と
考
え
て
い
る
と
さ
れ
る
。
ま
た
さ
ら
に
、
実
体
法
を
尊
重
す
る
こ
と
で
、
有
害
な
フ
ォ
ー
ラ

ム
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
が
防
止
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、C

reditorsʼ B
argain

理
論
は
、
他
人
の
損
失
で
、
利
益
を
得
る
た
め
、
倒
産
手
続
を

利
用
し
た
り
、
利
用
し
な
い
よ
う
に
し
た
り
す
る
利
害
関
係
人
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
は
小
さ
く
な
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る

と
評
価
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

⑶　

流
動
性
回
復
の
視
点
の
加
味

　

C
reditorsʼ B

argain

理
論
は
、Ayotte

教
授
とSkeel Jr

教
授
の
分
析
に
と
っ
て
、
有
益
な
出
発
点
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
と
さ

れ
る
。
彼
ら
は
、C

reditorsʼ B
argain

理
論
の
第
一
原
理
に
完
全
に
同
意
す
る
。
す
な
わ
ち
、
倒
産
法
は
、
効
率
性
原
則
を
満
た
す
こ

と
を
追
求
す
る
べ
き
で
あ
る
、
と
。
し
か
し
な
が
ら
、N

orm
ative B

utner Principle

は
、
流
動
性
が
問
題
に
な
る
場
合
、
有
益
な
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
と
な
ら
ず
、
企
業
倒
産
法
を
適
切
に
機
能
さ
せ
る
に
は
、
資
産
の
価
値
を
最
大
化
す
る
た
め
、
債
務
者
の
流
動
性
を
高
め
る
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こ
と
を
企
図
す
る
諸
ル
ー
ル
が
必
要
に
な
る
と
い
う
。Ayotte

教
授
とSkeel Jr

教
授
が
検
討
す
る
先
述
の
事
例
は
、
流
動
性
の
欠
如

が
問
題
と
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、N

orm
ative B

utner Principle

と
効
率
性
原
則
の
間
に
、
抵
触
が
生
じ
て
い
た
の
で

あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
倒
産
法
は
、
こ
れ
ら
の
諸
原
則
を
尊
重
す
る
こ
と
で
生
じ
る
諸
利
益
の
間
で
の
困
難
な
綱
渡
り
が
求
め
ら
れ
る
。

Ayotte
教
授
とSkeel Jr

教
授
は
、
こ
う
し
た
綱
渡
り
が
ど
の
よ
う
に
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
れ
ば
最
適
に
な
る
の
か
、
そ
れ
を
理
解
す
る
必

要
が
あ
る
と
い
う
。
彼
ら
が
す
で
に
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
現
行
連
邦
倒
産
法
に
は
、
プ
ラ
イ
ミ
ン
グ
・
リ
ー
エ
ン
を
は
じ
め
と
し

て
、
流
動
性
を
高
め
る
た
め
の
諸
規
定
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、B

ear Sterns

やK
odak

は
、
市
場
か
ら
事
業

継
続
の
た
め
の
資
金
を
調
達
で
き
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
点
を
踏
ま
え
、
流
動
性
の
意
義
や
流
動
性
の
欠
如
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る

問
題
を
考
究
し
つ
つ
、
あ
る
べ
き
倒
産
法
理
論
、
ま
た
流
動
性
を
高
め
る
た
め
の
倒
産
法
ル
ー
ル
の
分
析
が
展
開
さ
れ
る
。

　
〔
本
稿
は
、
二
〇
一
〇
年
度
全
国
銀
行
協
会
研
究
助
成
金
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。〕

筆
者
は
か
つ
て
資
金
調
達
に
配
慮
し
た
制
度
、
理
論
構
築
の
必
要
性
を
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る
（
拙
稿
「
倒
産
手
続
と
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
─

ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
プ
ラ
イ
ミ
ン
グ
・
リ
ー
エ
ン
を
手
が
か
り
に
」
東
京
弁
護
士
会
倒
産
法
制
部
会
『
倒
産
法
改
正
展
望
』
九
五
頁
、
九
六

頁
（
商
事
法
務
、
二
〇
一
二
年
））。

M
atthew

 G
oldstein, JPM

organ Buys Bear on the C
heap, B

loom
berg B

usinessw
eek , M

arch 16, 2008 (http://w
w

w.businessw
eek.

com
/stories/2008-03-16/jpm

organ-buys-bear-on-the-cheapbusinessw
eek-business-new

s- stock-m
arket-and-financial-advice, 

2014.11.25).

日
本
語
の
翻
訳
記
事
と
し
て
、M

atthew
 G

oldstein

「
米
金
融
破
綻
、
ま
ず
ベ
ア
ー
・
ス
タ
ー
ン
ズ　

JP

モ
ル
ガ
ン
へ
の
身
売

り
価
格
「
1
株
2
ド
ル
」
の
衝
撃
」
日
経
ビ
ジ
ネ
スO

N
LIN

E

二
〇
〇
八
年
三
月
二
一
日
（http://business.nikkeibp.co.jp/article/

w
orld/20080319/150585/?P=1, 2014.11.25

）
参
照
。

Ayotte &
 Skeel Jr, supra note 187 at 1559. （
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Id.

Id.

Id.ア
メ
リ
カ
のK

odak

、
ド
イ
ツ
の
ア
グ
フ
ァ
、
日
本
の
富
士
フ
イ
ル
ム
、
コ
ニ
カ
で
あ
る
（
加
護
野
忠
男
「
な
ぜ
コ
ダ
ッ
ク
は
破
綻
し
、

富
士
フ
イ
ル
ム
は
好
調
な
の
か
」PR

ESID
EN

T

二
〇
一
二
年
四
月
二
日
号
一
四
頁
）。

加
護
野
・
前
掲
註
（
194
）
一
四
頁
。

加
護
野
・
前
掲
註
（
194
）
一
四
頁
。

Ayotte &
 Skeel Jr, supra note 187 at 1559.

Id.

Id.

Id.

Id. at 1559-1560.
Id. at 1560.

Id.

Id. at 1561.

わ
が
国
に
お
い
て
こ
の
理
論
を
詳
細
に
紹
介
・
分
析
す
る
も
の
と
し
て
、
水
元
・
前
掲
註
（
70
）
三
九
頁
以
下
が
有
益
で
あ
る
。
ま
た
倒

産
法
の
正
当
性
な
い
し
必
要
性
に
つ
い
て
、
債
権
者
の
協
力
関
係
に
着
目
し
、
社
会
契
約
論
お
よ
び
ゲ
ー
ム
理
論
の
視
点
か
ら
検
討
す
る
も
の

と
し
て
、
山
本
和
彦
『
倒
産
処
理
法
入
門
〔
第
四
版
〕』
一
頁
以
下
（
有
斐
閣
、
二
〇
一
二
年
）
参
照
。

Ayotte &
 Skeel Jr, supra note 187 at 1560; D

ouglas G
. B

aird and Thom
as H

. Jackson, C
orporate R

eorganizations and the Treat-

m
ent of D

iverse O
w

nership Interests: A
 C

om
m

ent on A
dequate Protection of Secured C

reditors in B
ankruptcy, 51 U

 C
hi L R

ev 97, 

101-109 (1984).
Id.

Id.
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三
六
三
条
セ
ー
ル
の
問
題
点
に
つ
い
て
、
拙
稿
「
計
画
外
事
業
譲
渡
は
「
濫
用
」
か
？
」
銀
行
法
務
21
七
七
一
号
三
四
頁
以
下
（
二
〇
一

四
年
）
参
照
。

Ｄ
Ｉ
Ｐ
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
と
プ
ラ
イ
ミ
ン
グ
・
リ
ー
エ
ン
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
・
前
掲
註
（
188
）
九
五
頁
、
と
く
に
理
論
上
の
問
題
点
に
つ

い
て
、
一
〇
六
頁
─
一
一
六
頁
以
下
参
照
。

担
保
権
者
に
対
す
る
ク
ラ
ム
ダ
ウ
ン
に
つ
い
て
、
拙
稿
「「
債
権
者
一
般
の
利
益
」
概
念
の
意
義
と
機
能
」
松
嶋
英
機
＝
伊
藤
眞
＝
園
尾

隆
司
編
『
専
門
訴
訟
講
座
⑧
倒
産
・
再
生
訴
訟
』
三
〇
四
頁
、
と
く
に
三
一
六
頁
─
三
二
七
頁
（
民
事
法
研
究
会
、
二
〇
一
四
年
）
参
照
。

五
五
二
条
⒝
に
つ
い
て
、
福
岡
真
之
介
『
ア
メ
リ
カ
連
邦
倒
産
法
概
説
』
二
〇
三
頁
─
二
〇
四
頁
（
商
事
法
務
、
二
〇
〇
八
年
）
参
照
。

Ayotte &
 Skeel Jr, supra note 187 at 1561.

Id.

Id. Ayotte

教
授
とSkeel Jr

教
授
の
理
論
分
析
は
、
第
一
一
章
手
続
に
よ
る
大
規
模
倒
産
事
件
を
前
提
と
し
て
お
り
、
そ
こ
に
登
場
す
る

企
業
に
つ
い
て
は
、
そ
の
保
持
す
る
財
産
す
べ
て
に
担
保
権
が
設
定
さ
れ
、
か
つ
、
優
先
順
位
の
異
な
る
複
数
の
担
保
権
者
が
存
在
し
て
い
る

こ
と
を
前
提
す
る
（Id. at 1562
）。
こ
れ
が
ア
メ
リ
カ
の
現
状
で
あ
る
。
ま
た
、
彼
ら
の
理
論
の
射
程
は
、
金
融
機
関
の
倒
産
処
理
に
も
及
ぶ

こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（Id. at 1562
）。

Ayotte

教
授
とSkeel Jr

教
授
の
問
題
視
角
に
は
、
ア
メ
リ
カ
の
倒
産
手
続
（
第
一
一
章
手
続
）
に
お
け
る
、
い
わ
ゆ
る
債
権
者
主
導
型

手
続
の
動
向
が
含
ま
れ
て
い
る
。
か
か
る
動
向
に
つ
い
て
は
、
村
田
典
子
「
当
事
者
主
導
型
倒
産
処
理
手
続
の
機
能
の
変
容
（
一
）（
二
・

完
）
─
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
連
邦
倒
産
法
第
一
一
章
手
続
に
お
け
る
債
権
者
の
手
続
支
配
─
」
民
商
一
三
八
巻
六
号
五
九
頁
─
八
四
頁
、
同
一
三

九
巻
一
号
三
七
頁
─
六
八
頁
（
二
〇
〇
八
年
）
参
照
。
ま
た
こ
の
文
献
の
後
の
ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
重
要
資
料
と
し
て
、K

enneth M
. Ayo-

tte &
 Edw

ard R
. M

orrison, C
reditor C

on trol and C
onflict in C

hapter 11, 1 J. Legal A
nalysis 511, 511-512 (2009)

が
あ
る
。
こ
れ
は
、

今
世
紀
に
生
じ
た
、
担
保
権
者
の
権
限
な
い
し
影
響
力
の
爆
発
的
な
増
大
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
併
せ
て
拙
稿
・
前
掲
註
（
188
）
一
二
一
頁

註
（
123
）、
拙
稿
・
前
掲
註
（
211
）
三
二
五
頁
お
よ
び
同
頁
註
（
135
）
も
参
照
。Ayotte

教
授
とSkeel Jr

教
授
は
、
債
権
者
主
導
の
傾
向
が
、

倒
産
法
に
よ
る
流
動
性
供
給
の
役
割
を
よ
り
重
要
な
も
の
に
し
て
お
り
、
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
た
と
え
ば
、
プ
ラ
イ
ミ
ン
グ
・
リ
ー
エ
ン
の
よ

う
な
、
数
十
年
前
に
は
あ
ま
り
重
要
で
な
か
っ
た
連
邦
倒
産
法
の
諸
規
定
の
重
要
性
を
高
め
て
い
る
、
と
い
う
（Ayotte &

 Skeel Jr, supra 

note 187 at 1562-1563.

）。
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Ayotte &
 Skeel Jr, supra note 187 at 1563.

倒
産
法
の
基
礎
理
論
を
解
き
明
か
し
た
も
の
と
し
て
、Thom

as H
. Jackson, The Logic 

and Lim
its of B

ankruptcy Law
 10-17 (H

arvard 1986)

、
倒
産
手
続
に
お
け
る
担
保
権
の
処
遇
に
つ
い
て
論
じ
たB

aird and Jackson, supra 

note 205 at 116-25

、C
reditorsʼ B

argain

理
論
を
探
求
し
たThom

as H
. Jackson, B

ankruptcy, N
onbankruptcy Entitlem

ents, and the 

C
reditorsʼ B

argain, 91 Yale L J 857, 861-68 (1982)

が
、C

reditorsʼ B
argain

理
論
に
お
け
る
主
要
な
業
績
で
あ
る
。

Id. at 1563-1567.
Id. at 1563.

こ
う
し
た
単
独
所
有
者
の
判
断
の
合
理
性
に
関
す
る
比
喩
は
、
日
本
に
お
け
る
マ
ン
シ
ョ
ン
建
て
替
え
を
め
ぐ
る
意
思
決
定

の
（
統
合
な
い
し
調
達
）
問
題
を
想
起
す
れ
ば
理
解
し
や
す
い
の
で
は
な
い
か
。
個
々
人
に
区
分
所
有
権
を
認
め
た
こ
と
で
、
当
該
建
物
の
処

遇
に
関
し
、
あ
る
時
点
に
お
け
る
効
率
的
な
、
あ
る
い
は
最
適
な
判
断
（
資
産
の
配
置
）
を
な
す
こ
と
が
、
き
わ
め
て
困
難
に
な
る
こ
と
が
あ

る
。
そ
の
結
果
、
こ
う
し
た
問
題
は
、
多
数
決
問
題
に
置
換
さ
れ
る
。

Id.

Id.

Id. at 1563-1564.
Id. at 1564.

Id.

Id.

Id.

Jackson, supra note 217, Logic and Lim
its at 12, 16.

Ayotte &
 Skeel Jr, supra note 187 at 1564.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id. Jackson, supra note 217, Logic and Lim
its at 11 -12.
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Id.

Id. at 1564-1565. Jackson, supra note 217, Logic and Lim
its at 21.

こ
こ
で
、Ayotte

教
授
とSkeel Jr

教
授
が
、「
規
範
的
（N

orm
ative

）」
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
の
は
、
こ
の
法
理
を
、
実
務
上
一
般
に

用
い
ら
れ
て
い
る
、
実
際
の
（positive

）B
utner principle

と
区
別
す
る
た
め
で
あ
る
。
こ
の
法
理
は
、
連
邦
最
高
裁
の
判
決
に
由
来
し
、
そ

れ
は
、
実
体
法
上
の
権
利
は
、
倒
産
法
が
そ
れ
と
は
異
な
っ
た
命
令
を
し
て
い
な
い
限
り
に
お
い
て
、
倒
産
手
続
に
お
い
て
尊
重
さ
れ
る
、
と

判
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
一
般
に
理
解
さ
れ
て
い
るB
utner principle

は
、
そ
の
規
範
的
な
価
値
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
、
倒

産
法
を
所
与
の
も
の
と
み
な
す
実
定
的
法
理
で
あ
る
。
こ
れ
と
は
対
照
的
に
、N

orm
ative B

utner Principle

は
、
倒
産
法
が
ど
の
よ
う
に
形

作
ら
れ
る
べ
き
か
、
と
い
う
視
点
を
含
ん
で
い
る
。
連
邦
倒
産
法
が
明
示
的
に
実
体
法
上
の
権
利
を
変
更
し
、
か
つ
、
そ
の
変
更
が
コ
モ
ン
・

プ
ー
ル
問
題
に
関
係
し
な
け
れ
ば
、C

reditorsʼ B
argain

理
論
に
よ
っ
て
、
そ
う
し
た
権
利
変
更
を
、
理
論
上
、
正
当
化
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
（Ayotte &

 Skeel Jr, supra note 187 at 1565 note 28

）。

C
reditorsʼ B

argain

理
論
も
、N

orm
ative B

utner Principle

の
侵
害
（
実
体
法
上
の
権
利
の
変
更
）
が
、
一
定
の
条
件
下
に
お
い
て
、
効
率

性
原
則
を
維
持
す
る
た
め
に
、
す
な
わ
ち
、
価
値
最
大
化
の
た
め
に
、
必
要
と
な
る
可
能
性
を
認
め
て
い
る
、
とAyotte

教
授
とSkeel Jr

教

授
は
指
摘
す
る
。
た
と
え
ば
、Jackson, supra note 217, Logic and Lim

its at 28

が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、Jackson

の
そ
の
理
論
は
、

本
章
で
取
り
上
げ
て
い
る
流
動
性
の
危
機
が
も
た
ら
す
諸
問
題
（the liquidity-driven deviations

）
を
明
示
的
に
取
り
上
げ
て
い
な
い

（Id.

）
と
も
付
言
し
て
い
る
。

440 U
S 48 (1979).

Id. at 54-55.
Ayotte &

 Skeel Jr, supra note 187 at 1565.

清
算
価
値
保
障
原
則
を
踏
ま
え
つ
つ
、
担
保
権
に
対
す
る
倒
産
法
上
の
保
護
の
仕
組
み

（
主
と
し
て
ク
ラ
ム
ダ
ウ
ン
）
に
つ
い
て
、
拙
稿
・
前
掲
註
（
211
）
三
一
六
頁
─
三
二
七
頁
参
照
。

Id.

Id.

Id.

Id.
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Id.

Id.

Id. at 1566.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id. at 1566-1567.
Id. at 1567.
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